
県内に事業所を有する中小企業者
※大学・研究所等の専門機関や新型コロナウイルス感染症対策の専門家、
医療従事者等との連携が条件

新型コロナウイルス感染症対策に資する下記に該当する取組
・医療福祉関連機器等の商品・試作品開発に向けた基礎的な調査
・自社で開発・製造した商品・試作品の顧客ニーズ等に基づく改良

専門家謝金、専門家旅費、職員旅費、会場借上費、通信運搬費、借損料、消耗品費、
マーケティング調査費、原材料等購入費、試作・実験（分析）費、委託費

補助金額等

補助対象経費の１／２相当額もしくは１５０万円以内の額

応募方法：申請書に事業計画書、収支予算書等を添付して提出してください。
応募期間：令和２年７月９日（木）～随時（予算がなくなり次第終了）
実施期間：事業開始から令和３年２月２６日迄

＜問い合わせ先＞
青森県商工労働部 新産業創造課 ライフイノベーション推進グループ
ＴＥＬ：０１７－７３４－９４２０ メール：sozoka@pref.aomori.lg.jp

令和２年度 青森県新型コロナウイルス感染症対策
医 工 連 携 推 進 事 業 費 補 助 金

対 象 者

対象事業

対象経費

ものづくり企業、ＩＴ関連企業等による新型コロナウイル
ス感染症対策に資する製品の試作・改良等を支援します。
医療現場や介護現場などの新型コロナ対策を支える

製品づくりにご利用ください。

応募方法等


